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２０２５年１２月 

一般財団法人日本財団電話リレーサービス 

 

 



 
 

1​ はじめに 
　「電話リレーサービス」とは聴覚や発話に困難がある方（以下「聴覚障害者

等」という。）と、聴覚障害者等以外の方の会話を、通訳オペレータが「手話」

又は「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につなぐもの

です。 

この度、一般財団法人日本財団電話リレーサービスは、聴覚障害者等による電

話の利用の円滑化に関する法律（令和２年法律第５３号。以下「電話リレーサー

ビス法」という。）に定められた電話リレーサービス提供機関として、令和8年

度における電話リレーサービス手話通訳オペレーション業務の受託者を選定する

ため、以下の応募資格と要件に沿って募集を実施します。 

電話リレーサービスは電話提供事業者からの負担金を原資とした交付金により

実施される事業であり、広く国民に関係する極めて重要なものであることから、

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針（令和２年総務省

告示第３７０号。以下「基本方針」という。）［三１⑦］に則り、サービスの品

質を適正に担保し、通訳オペレータの処遇や実施体制が適切に整備された上で

サービスを提供できる者を募集します。 

2​ 委託名 
　電話リレーサービス　手話通訳オペレーション業務委託 

3​ 委託期間 
　２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日 

4​ 委託内容 
　別紙「電話リレーサービス手話通訳オペレーション業務委託仕様書」のとおり 

 

5​ 応募資格 
(1)​株式会社、合同会社、財団法人、社団法人、社会福祉法人等の法人格を有す

ること。 

(2)​電話リレーサービス手話通訳オペレーション業務又はこれに類似する業務に

おいて２年以上の実績を有し、手話通訳オペレータへの必要かつ適切な技術

指導・管理等のできる体制があること。 

(3)​応募者又はその役員等（注１）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第2条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注２）

でない者であること。 

注１：取締役、監査役、執行役、支店長、理事、評議員、監事等その他経営

に実質的に関与している者 

注２：暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力

集団、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力

団員でなくなった時から５年を経過しない者等、その他これに準じる者 

(4)​経営状況が健全であり、委託期間中問題なく委託業務を実施できること。 
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(5)​破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定の申立て

手続き中でないこと。 

(6)​国（各府省庁）、地方公共団体等から指名停止又は競争入札参加資格停止若

しくは営業停止を受けていない者であること。 

(7)​当財団が定める情報管理規程（HP参照）に遵守した管理体制を整備できるこ

と。 

(8)​委託業務の内容及び委託業務の遂行に関連して知り得た、当財団の経営上、

業務上、技術上の情報及び委託業務にかかる通話情報を含む一切の情報(有

形･無形を問わない）を、委託業務遂行以外の目的で使用してはならず、第

三者に漏洩･開示しないこと。 

(9)​通訳オペレータの秘密保持義務を担保すること（当財団規定の通訳オペレー

タ運用指針を遵守するとともに、通訳オペレータに対し秘密保持についての

誓約書を結ぶこと） 

6​ 応募の手順およびスケジュール 

募集要項の公表 

　　１．期　　間：２０２５年１２月２５日(木)～１月２２日 (木)１０：００

まで 

　　２．方　　法：電話リレーサービスWebサイト等 

　　３．担　　当：手話通訳チーム 

　　４．審　　査：２０２６年１月２３日(金)～１月３０日(金) 

　　５．結果通知：２０２６年２月１３日(金)までに書面にて送付 

　　６．契　　約：２０２６年３月末 

説明会の開催（オンライン） 

２０２６年１月８日(木)　１４：００-１５：００​  

※説明会は手話・文字合同で実施いたします。文字通訳オペレーション業

務委託公募の詳細につきましてはWebサイトにて別途ご確認ください。 

質問の受付 

　募集要項に関する質問や相談はshuwa@nftrs.or.jpにメールでご連絡くださ

い。 

検討に必要な資料の提供 

　検討にあたり、応募者が必要とする資料等について協力できる範囲において配

布・提供します。なお、配布・提供された資料等は、応募に関わる検討以外の目

的に使用することを禁じます。 

募集の受付 

　応募される主体は、下記受付期間中に提出書類を電子データにて提出してくだ

さい。 

　１．受付期間：２０２５年１２月２５日(木)～１月２２日(木) １０：００ま

で 

　２．提 出 先：shuwa@nftrs.or.jp 

　３．担　　当：（一財）日本財団電話リレーサービス　手話通訳チーム 
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応募辞退 

　審査完了に至るまでにいつでも応募を辞退することができます。審査の結果、

応募ブース数よりも委託ブース数が少なくなる場合に辞退を希望する場合は、そ

の旨を応募時に申し出るものとします。なお、入札を辞退した場合でも、辞退を

理由に以後の入札等において不利益な取り扱いを受けるものではありません。 

応募の無効 

　当財団が指定する様式を許可なく加工して提出したり、本要件に示した条件を満

たさない者が行った入札、書類内容に虚偽の記載があった場合は無効とします。 
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7​ 提出書類 

1.​申込書（様式１） 

2.​申込に係る誓約書（様式２） 

3.​事業者概要書（様式３）新規応募の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）を添付すること 

4.​貸借対照表・損益計算書（団体の場合は正味財産増減計算書）直近２年分 

5.​提案書（書式自由。下記内容を漏れなく含めること） 

　 ＜通訳オペレーションの実施体制＞ 

1​通話内容が見聞きできない環境であることがわかる資料（通訳オペ

レーションを行う部屋の図面及びブースの写真など） 

2​通訳オペレーション業務体制 [技術指導や監督体制（現場指導者や教

育担当者を明確にすること）、人員配置等] 

3​ 通訳オペレーション実施拠点 

4​ 情報セキュリティ体制（業務実施部屋の入退室管理） 

5​通訳オペレータ名簿（資格の有無、同等の技量や同等の資格）、1ヶ

月のおおよその勤務時間など 

6​ 通訳オペレータの採用時の評価基準 

＜通訳オペレーションの指導管理体制について＞ 

7​ 日々のモニタリング実施体制（誰がいつ、どのようにおこなうかを具体的

に記載）　 

8​ 日々の通訳オペレータ技術指導体制（誰がいつ、どのようにおこなうか具

体的に記載）　　 

9​通訳オペレータへの定期的な研修や教育等の実施計画（実技・利用者

の背景を知るための座学・回数、指導者研修も含む）＊各回の研修目

的、実施内容、講師担当者（内部だけではなく外部専門家も含めて具

体的に）を記載のこと　 

 

10​ 通訳オペレータの秘密保持義務を担保するための取り組み 

11​ 通訳オペレータの健康管理体制（頸肩腕症候群や心身等の健康管理

への取り組み） 

12​ 通訳オペレータの報酬 

13​ 電話リレーサービスの事業実績（提供年数、提供件数、受託先） 

＊9,10,11については令和7年度の実施報告も含めること 
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6.​見積書（様式４） 

※時間枠によってブース数が変動する場合は見積書を別々に作成すること

（ブース数の変動については別紙「電話リレーサービス手話通訳オペレー

ション業務委託仕様書」3.3 サービス提供時間を確認すること）。 

 

8​ 提案の審査 

審査体制 

応募者から提出された提案について、手話通訳チームにて審査し、委託事

業者を選定いたします。 

審査方法 

手話通訳チームでは、提出された応募書類により下表の審査項目と審査基

準に沿って書面審査を行います。必要に応じ専門的事項に関し、外部の見

識を有する者から意見を聴取することとします。 

 

【審査項目と審査基準】 

審査項目 審査基準 

サービス提供環境 サービス提供日数・時間 

・1日あたりの提供時間の長さ 

・週あたりの提供日数の多さ 

・土日祝日休業の有無 

・年末年始休業の有無 

サービス提供体制 

・通訳オペレーション業務体制（技術指導や監督体

制、人員配置等） 

・BCPの観点から首都圏以外の立地または首都圏＋首都

圏以外の立地で提供できる 

・応募ブース数を超えない数の拠点で実施できる 

情報セキュリティ 

・業務体制、業務実施部屋の入退室管理の手法 

通訳オペレータの

要件・教育・待遇 

通訳オペレータの要件 

・通訳オペレータの資格の有無、１か月のおおよその勤

務時間数 

通訳オペレータおよび指導者の研修・教育 

　・日々のモニタリング、技術指導体制 
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・通訳オペレータへの定期的な研修や教育等の実施計画

（手法・回数等、指導者研修も含む） 

 

・通訳オペレータの秘密保持義務を担保するための取り

組み 

通訳オペレータの待遇 

・頸肩腕症候群や心身等の健康管理に対する取り組み 

・通訳オペレータの報酬（通訳者の身分保障への配慮 

） 

電話リレーサービ

スの実績 

昨年度の業務実績（新規除く） 

・  業務稼働実績 

·​ 通訳オペレータ技術レベル 

·​ 適切な通訳オペレータへの指導・対応 

·​ 通訳オペレータへの研修実績 

·​ ユーザー（利用者・相手先）から通訳オペレータへ

の意見 

·​ 当財団によるモニタリングの結果  

見積金額 ・提供時間数ごとに分けた事業者内での１ブースあたり

の価格 

 

審査結果の通知 

審査結果については応募者に通知いたします。 

なお、審査の結果、応募したブース数よりも委託ブース数が少なくなる場

合があります。また、応募したブース合計数が委託ブース合計数を上回る

場合にも、１社あたりの委託ブース数を応募したブース数以下に制限する

場合があります。 

 

9​ 選定後の取り扱い 

契約の締結 

実施予定者として選定され、関係機関との合意形成等の必要な手続きが完

了した場合、契約を締結していただきます。 
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決定の取り消し 

当財団は、活動実施予定者として選定されたものが、その執行に関して次

のいずれかの項目に概要した場合、決定の取り消しができるものとしま

す。 

・応募者資格や提出書類の内容に虚偽や不正があった場合 

・その他、決定を取り消すのに相当の理由があると認められる場合 

 

10​その他 
・本件業務委託は、電話リレーサービス法第１１条第１項前段の規定に基

づく令和８年度の事業計画書及び収支予算書（案）に含まれるものであ

り、同予算の総務大臣による認可が条件となるものです。 

・提出書類の作成および送付に要する費用は応募者の負担とします。 

・提出された書類は返却いたしませんので、応募者で必要に応じて写しを

保管してください。 

・提出書類に係る著作権は各応募者に帰属するものとします。 

・その他、本募集要項に定めがなく、方針に定めがあるものはその方針に

従うものとします 

 

 

11​応募書類提出先および問い合わせ先 
一般財団法人日本財団電話リレーサービス  

手話通訳チーム 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町３丁目22番地 テラススクエア8階 

TEL: 03-6275-0910　  

FAX：03-6275-0913  

E-mail：shuwa@nftrs.or.jp 
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